
 

岡山県小児医療費補助金交付要綱  

（趣旨） 

第１条 知事は、小児の保健及び福祉の増進を図るため市町村が実施する小児医療費

の公費負担事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交

付に関しては、岡山県補助金等交付規則（昭和 41 年岡山県規則第 56 号。以下「規

則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。 

(1) 健康保険法（大正11年法律第70号） 

(2) 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

(3) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

(5) 国民健康保険法（昭和33年法律第192号） 

(6) 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

２ この要綱において「対象者」とは、岡山県内の市町村に住所を有する国民健康保険

法の規定による被保険者又は国民健康保険法以外の医療保険各法の規定による被扶

養者のうち次の各号に掲げる小児で、生活保護法（昭和25年法律第144号）による保

護（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第６項の規定によ

り生活保護法による保護とみなされる支援給付を含む。）を受けていないものをいう。

ただし、別表第１の第１欄に掲げる場合に該当する者を除く。 

(1) 満３歳に達する日の属する月の末日までにある者 

(2) 満３歳に達する日の属する月の翌月の初日から満６歳に達する日以後の最初の

３月31日までにある者 

(3) 満６歳に達する日以後の最初の３月31日の翌日から満12歳に達する日以後の最

初の３月31日までにある者 

３ この要綱において「医療費」とは、対象者が、医療保険各法の規定による療養の給

付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、

訪問看護療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の

支給の対象となる療養（食事療養を除く。）を受けた場合において、当該療養に要す

る費用（診療報酬の算定方法の例により算定された額をいう。以下「総医療費」とい



う。）のうち、医療保険各法の規定により、対象者が負担することとなる費用（医療

保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金額がある

場合は、その額を控除した額）から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

額の一部負担金（対象者が負担することとなる同一の月における当該一部負担金の合

計額が、別表第２で定める対象者の区分（以下「所得区分」という。）に応じ、別表

第３に掲げる額（以下「負担上限月額」という。）を超えるときは、当該負担上限月

額とする。）（特別の理由により、市町村長が全部又は一部を控除しないこととした

場合は減免後の額）を控除した額をいう。ただし、前条第２項第３号に掲げる者につ

いては入院に係るものに限る。 

  (1) 当該療養を受けた時が満３歳に達した日の属する月の末日までの場合総医療費の

１００分の４に相当する額 

  (2) 当該療養を受けた時が前号に掲げる以外の場合 総医療費の１００分の１０に相

当する額 

４ この要綱において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

(1) 小児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 

(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない乳幼児を監護し、かつ、そ

の生計を維持する者 

５  前項第１号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である小児を監護

し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該小児は、当該父又は母のうちいずれ

か当該小児の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同

じくするものとみなす。 

（医療費算定の特例） 

第３条 前条第３項に規定する対象者が負担することとなる費用の算定に当たって、医

療保険各法の規定により対象者以外の被保険者等の療養に係る額を算定して高額療

養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、当該医療保険各法の

規定にかかわらず、当該被保険者等の療養に係る額を除き、当該医療保険各法の高額

療養費の算定の例により行うものとする。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、市町村が実施する小児医療

費公費負担事業に要する経費のうち、次に定める額とする。ただし、岡山市が実施す

る小児医療費公費負担事業に要する経費を除く。補助金の額に1,000 円未満の端数が

生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 



補助対象経費 補助金の額 

 

(1) 市町村が、対象者に係る医療費につ

いて給付した額（市町村が第２条第３

項に規定する一部負担金の全部又は

一部についても給付した場合は、同条

第２項第１号に掲げるときにあって

は給付した総額の100分の80に相当す

る額、同項第２号に掲げるときにあっ

ては給付した総額の２分の１に相当

する額、同項第３号に掲げるときにあ

っては給付した総額の３分の２に相

当する額）から寄附金その他の収入を

差引いた額とする。 

 

 

  補助対象経費(1)(2)合計額に、２分の

１(中核市にあっては４分の１）の補助

率を乗じて得た額 

 

(2) 市町村が、医療費（第２条第３項第

３号に掲げる者にあっては入院に係

るものに限る）に係る審査支払業務等

のため岡山県国民健康保険団体連合

会及び社会保険診療報酬支払基金岡

山支部に支出した手数料の額 

 

（交付申請） 

第５条 市町村長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書（様式

第１号）に、次に掲げる書類を添えて、県民局長が別に定める日までに県民局長に提

出しなければならない。 

(1) 補助金所要額調書（様式第２号） 

(2) 歳入歳出予算書（見込書）抄本（様式第３号） 

(3) 補助事業に係る市町村条例の写し 

（変更交付申請） 

第６条 この補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助



金の交付の決定後の事情の変更により、補助金の変更交付を受けようとするときは、

補助金変更交付申請書（様式第４号）に、次に掲げる書類を添えて、県民局長が別に

定める日までに県民局長に提出しなければならない。ただし、補助対象経費を減少さ

せる変更であって、かつ、その程度が交付決定を受けた額の20％の範囲内である場合

は、この限りでない。 

(1) 補助金変更所要額調書（様式第５号） 

(2) 歳入歳出予算書（見込書）抄本（様式第３号） 

（申請の取下げ期限） 

第７条 補助事業者が、規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができ

る期限は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して30日以内とする。 

（変更承認申請） 

第８条 補助事業者は、規則第10条の規定により、補助事業の内容、経費の配分その他

申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとすると

きは、補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第６号）を速やかに県民局長に

提出しなければならない。 

（状況報告） 

第９条 補助事業者は、毎年 11 月末日現在における補助金の年間所要見込額を県民局

長が別に定める日までに事業実施状況報告書（様式第７号）により県民局長に報告し

なければならない。 

２ 補助事業者は、前項の規定による報告後の支出状況により年間所要見込額に変動が

生じた場合は、県民局長が定める日までに再度報告しなければならない。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを

含む。）は、補助事業実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、３月31

日までに県民局長に提出しなければならない。 

(1) 補助金精算書（様式第９号） 

(2) 歳入歳出決算書（見込書）抄本（様式第10号） 

（補助金に係る帳簿等の保存年限） 

第１１条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業完了後５年

間保存しなければならない。 

 

（その他）   



第１２条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、昭和48年７月１日から施行し、昭和48年７月１日以降の診療に係る

医療費から適用する。 

２ 昭和48年度に限り、第４条の申請の日は、別に定める日までとする。 

附 則 

 この要綱は、昭和50年６月12日から施行し、昭和50年６月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、昭和51年５月１日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、昭和52年４月28日から施行し、昭和52年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、昭和53年４月１日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、昭和54年４月１日から施行し、昭和54年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、昭和55年４月１日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、昭和56年４月１日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、昭和57年４月１日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、昭和58年４月１日から施行し、昭和58年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、昭和59年４月１日から施行し、昭和59年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、昭和60年２月18日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、昭和60年４月１日から施行し、昭和60年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、昭和61年４月１日から施行し、昭和61年度分の補助金から適用する。 

附 則 



 この要綱は、昭和62年４月１日から施行し、昭和62年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、昭和63年４月１日から施行し、昭和63年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成元年４月１日から施行し、平成元年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２年４月１日から施行し、平成２年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３年４月１日から施行し、平成３年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成４年４月１日から施行し、平成４年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成５年４月１日から施行し、平成５年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成６年４月１日から施行し、平成６年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成７年４月１日から施行し、平成７年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成８年４月22日から施行し、平成８年度分の補助金から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成９年７月１日から施行し、平成９年度分の補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の規定は、平成９年７月１日以降に受けた療養について適用し、平成９年６

月30日以前に受けた療養については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成10年４月15日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成10年６月 23日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ 別表第１（第２条関係）の規定は、平成10年７月１日以降に受けた療養について適



用し、平成10年６月30日以前に受けた療養については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成11年４月１日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成11年６月 25日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ 別表第１（第２条関係）の規定は、平成11年７月１日以降に受けた療養について適

用し、平成11年６月30日以前に受けた療養については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成12年４月１日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成13年４月 26日から施行し、平成13年度分の補助金から適用する。 

（特例措置） 

２ 別表第２（第４条関係）に規定する補助率のうち「1/6」とあるのは、平成13年 10

月受診分の支払に係る補助金から平成 16 年度分の補助金については「1/5」とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成13年５月 29日から施行し、平成13年度分の補助金から適用する。 

（経過措置）                                                

２ 別表第１（第２条関係）の規定は、平成13年７月１日以降に受けた療養について適

用し、平成13年６月30日以前に受けた療養については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成14年４月１日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成14年 11月５日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成15年４月１日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成15年９月30日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。 

附 則 



（施行期日） 

１ この要綱は、平成16年 10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の規定は、平成16年 10月１日以後に受けた療養について適用し、平成16年

９月30日以前に受けた療養については、なお従前の例による。 

 （合併した市町村に対する経過措置） 

３ 平成17年３月31日までに合併した市町村に対する平成16年度分の補助金の額は、

合併前の旧市町村の区域ごとに当該合併前の旧市町村の補助率を適用して算出した

額の合計額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

（特例措置） 

２ 別表第２（第４条関係）に規定する補助率のうち「1/6」とあるのは、平成17年度

分の補助金については「1/5」とする。 

    附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の岡山県乳幼児医療費補助金交付要綱第４条の規定にかわら

ず、中核市以外の市町村に対する平成 18 年度分の補助率の算定に当たっては、次の

表に掲げる補助率を適用する。 

市       町       村 補 助 率 

 新見市、真庭市、美作市、建部町、和気町、奈義町、久米南町、

  美咲町、吉備中央町、新庄村、西粟倉村 

６分の４ 

 

 津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、備前市、 

 瀬戸内市、赤磐市、浅口市、矢掛町、鏡野町 

６分の３．５ 

 

 瀬戸町、早島町、里庄町、勝央町 ２分の１ 



３ 平成 18 年４月２日から平成 19 年３月３１日までの間に合併した市町村に対する 

平成 18 年度分の補助金の額は、合併前の旧市町村の区域ごとに当該合併前の旧市町

村の補助率を適用して算出した額の合計額とする。 

  附 則 

  （施行期日） 

１ この要綱は、平成18年 10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の岡山県乳幼児医療費補助金交付要綱（以下「新要綱」と  

いう。）の規定にかかわらず、平成21年７月１日から令和６年６月30日までの間に

行われる療養に要する費用についての新要綱第２条第３項に係る負担上限月額の適

用については、新要綱別表第３中「４，０００円」とあるのは「２，０００円」と、

「２，０００円」とあるのは「１，０００円」と読み替えるものとする。 

３ この要綱による改正前の岡山県乳幼児医療費補助金交付要綱に定める様式による

用紙は、平成18年度に限り、所要の調整をして使用することができる。 

    附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成19年７月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成20年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の規定は、平成20年４月１日以後に受けた療養について適用し、平成20年

３月31日以前に受けた療養については、なお従前の例による。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の岡山県乳幼児医療費補助金交付要綱第４条の規定にかかわ

らず、岡山市に対する次の表の左欄に掲げる年度分の補助金の算出に当たっては、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる補助率を適用する。 

 



年  度 補助率 

平成２１年度 ２０分の３ 

平成２２年度 １０分の１ 

  附 則 

 この要綱は、平成21年７月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成22年 10月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による所得区分の判定に当たっては、市町村は平成 22 年度税制改正によ

る年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止による影響をできるだけ遮断

する目的の範囲内で、当分の間、所要の調整をして判定することができる。 

  附 則 

 この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年６月１日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の別表第１（第２条関係）の規定は、令和３年７月１日以降

に受けた療養について適用し、令和３年６月30日以前に受けた療養については、な

お従前の例による。 

３ この要綱による改正後の別表第２（第２条関係）備考４の規定は、令和３年７月１

日以降に受けた療養について適用し、令和３年６月30日以前に受けた療養について

は、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年10月１日から施行する。 

 


